
 

 

教 私 第 ４ ０ ２ ６ 号 

令 和 ３ 年 ３ 月 ３ ０ 日 

 

各私立学校設置者 様 

 

大阪府教育庁私学課長 

 

 

教育職員免許状失効・取上げ事由等にかかる通知及び免許状の 

返納について（通知） 

 

 

標記について、私立学校の教員が教育職員免許法に基づく免許状失効事由に該当するとき

は、学校法人等から所轄庁へ速やかにその旨を報告しなければならないとされています（教

育職員免許法第 14 条の２）。 

つきましては、設置する私立学校の教員が、教育職員免許法に基づく免許状失効事由に該

当することとなった場合は、別紙様式１により私学課各グループあてに報告をお願いします。 

また、教育職員以外の者（※）についても、同様の事案が発生した際は、その免許状が失

効、又は取上げとなる場合がありますので、別紙様式２により私学課各グループあてに通知

をお願いします。 

 なお、同法第10条第２項により、懲戒免職処分等により免許状が失効した者は速やかにそ

の免許状を免許管理者に返納しなければならないとされておりますので、免許状の返納につ

いてご配慮いただきますようお願いします。 

 

（※）教育職員免許法第２条に規定する「教育職員」以外の者であり、具体的には 

校長、教頭、園長、副園長などを指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※下線部の該当条文については、別紙参考法令を参照してください。 

（お問合せ先） 

大阪府教育庁私学課 

小中高振興グループ 長濱 

（06-6210-9275 内線 4858） 

幼稚園振興グループ 岩崎 

 （06₋6210-9273 内線 4860） 

教育職員免許法（抜粋） 

（報告） 

第十四条の二 学校法人等は、その設置する私立学校の教員について、第五条第一項第三

号若しくは第六号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解

雇の事由が第十一条第一項若しくは第二項第一号に定める事由に該当すると思料するとき

は、速やかにその旨を所轄庁に報告しなければならない。 

 


